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ESG時代の戦略的税務情報の開示
サステナビリティにおける
税の透明性と企業の対応
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こ
の
記
事
の
エ
ッ
セ
ン
ス

●税はサステナビリティにおいて重要な課題の１つと位置づけられており、GRIスタン
ダードなどESG情報の開示基準・フレームワークにおいても、税の透明性がESGの
評価指標に掲げられ、具体的な開示事項が提示されている。

●企業は、税務ガバナンスを基盤として税への責任ある行動を実践するとともに、税務
情報の適切な開示を行い税の透明性を確保することで、ステークホルダーへの説明
責任を果たしていくことが必要となっている。

は
じ
め
に

近
年
、
投
資
家
が
ど
の
企
業
に
投
資
す

る
か
を
判
断
す
る
際
に
、
Ｅ
Ｓ
Ｇ
の
観
点

で
判
断
を
行
う「
Ｅ
Ｓ
Ｇ
投
資
」が
世
界
的

に
拡
大
し
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
、
企
業

の
側
で
も
Ｅ
Ｓ
Ｇ
を
踏
ま
え
て
事
業
戦
略

上
の
意
思
決
定
を
行
い
、
中
長
期
的
な
企

業
価
値
を
創
造
し
て
い
く
Ｅ
Ｓ
Ｇ
経
営
へ

の
転
換
が
、
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
な
か
、
税
は
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ

に
お
い
て
重
要
な
課
題
の
１
つ
に
位
置
づ

け
ら
れ
、
投
資
家
だ
け
で
な
く
、
社
会
・

消
費
者
等
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
が
、
企

業
に
対
し
て
税
に
対
す
る
責
任
あ
る
行
動

や
税
の
透
明
性
の
確
保
を
求
め
る
よ
う
に

な
っ
て
き
て
い
る
。

企
業
で
は
、
こ
う
し
た
環
境
変
化
を
踏

ま
え
、
Ｅ
Ｓ
Ｇ
の
観
点
か
ら
、
税
に
対
す

る
責
任
あ
る
行
動
を
実
践
す
る
た
め
の
税

務
方
針
の
策
定
や
、
税
務
ガ
バ
ナ
ン
ス
の

体
制
等
の
整
備
、
税
の
透
明
性
確
保
の
た

め
の
税
務
情
報
の
適
切
な
開
示
な
ど
を
通

し
て
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
へ
の
説
明
責

任
を
果
た
す
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
い

る
。

Ｅ
Ｓ
Ｇ
の
概
要

Ｅ
Ｓ
Ｇ
は
、
環
境（Environm

ent

）、

社
会（Social

）、企
業
統
治（Governance

）

の
頭
文
字
を
と
っ
た
略
称
で
、
環
境
、
社

会
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
３
つ
を
考
慮
し
た
投
資

や
事
業
活
動
を
行
っ
て
い
く
こ
と
で
、
持

続
可
能
な
経
済
・
社
会
の
実
現
を
目
指
す
、

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
（
持
続
可
能
性
）に
関

す
る
世
界
的
な
取
組
み
で
あ
る
。

近
年
、
投
資
家
・
株
主
の
関
心
は
短
期

的
な
利
益
で
は
な
く
、
中
長
期
的
な
テ
ー

マ
で
あ
る
Ｅ
Ｓ
Ｇ
を
重
視
す
る
方
向
に
シ

フ
ト
し
て
お
り
、
財
務
指
標
だ
け
で
な
く

Ｅ
Ｓ
Ｇ
の
要
素
か
ら
企
業
の
持
続
性
や
長

期
的
収
益
を
計
り
、
投
資
の
意
思
決
定
に

活
用
す
る
Ｅ
Ｓ
Ｇ
投
資
が
世
界
中
で
急
速

に
広
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
経
済
だ
け
で

な
く
、
環
境
や
社
会
的
影
響
に
も
考
慮
す

る
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
の
考
え
方
の
も
と

で
は
、
投
資
家
・
株
主
に
加
え
、
消
費
者
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
お
よ
び
政
府
等
も
企
業
と

関
わ
り
を
持
つ
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
し

て
尊
重
す
る
必
要
が
あ
る
。

企
業
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
Ｅ
Ｓ
Ｇ

投
資
の
増
加
や
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
広

が
り
等
を
背
景
に
、
パ
ー
パ
ス（
社
会
的

な
存
在
意
義
）の
も
と
で
信
頼
性
の
あ
る

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
基
盤
と
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し
た
経
営
を
行
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い

る
。
す
で
に
世
の
中
は
株
主
利
益
の
追
求

だ
け
で
な
く
、
気
候
変
動
等
の
環
境
問
題

や
人
権
・
貧
困
等
の
社
会
問
題
へ
の
影
響

も
意
識
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル

ダ
ー
か
ら
の
要
請
に
配
慮
し
な
が
ら
経
営

判
断
を
行
い
、
中
長
期
的
な
視
点
に
基
づ

い
て
企
業
価
値
を
創
造
す
る
Ｅ
Ｓ
Ｇ
経
営

が
求
め
ら
れ
る
時
代
を
迎
え
て
い
る
。

Ｅ
Ｓ
Ｇ
情
報
の
開
示

Ｅ
Ｓ
Ｇ
へ
の
関
心
が
高
ま
る
な
か
、
サ

ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
を
踏
ま
え
た
中
長
期
的

な
企
業
価
値
を
評
価
す
る
た
め
、
財
務
情

報
に
加
え
、
非
財
務
情
報
も
重
視
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
非
財
務
情
報

に
は
、
財
務
情
報
と
し
て
の
数
値
に
は
表

れ
な
い
経
営
戦
略
・
課
題
、
中
長
期
的
な

ビ
ジ
ョ
ン
、
リ
ス
ク
と
機
会
等
に
加
え
、

環
境
問
題
や
社
会
問
題
へ
の
配
慮
や
取
組

み
、
健
全
な
経
営
を
確
保
す
る
た
め
の
ガ

バ
ナ
ン
ス
等
、
Ｅ
Ｓ
Ｇ
の
要
素
も
多
分
に

含
ま
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
背
景
を
踏
ま
え
、企
業
に
は
、

Ｅ
Ｓ
Ｇ
へ
の
取
組
み
が
投
資
家
・
株
主
を

は
じ
め
と
す
る
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
よ

り
適
正
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

財
務
情
報
に
加
え
Ｅ
Ｓ
Ｇ
情
報
を
含
ん
だ

非
財
務
情
報
の
開
示
を
適
切
に
行
う
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

現
在
、
投
資
家
・
株
主
、
社
会
・
消
費

者
を
代
表
す
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
納
税
者
で
あ
る

企
業
、
Ｅ
Ｓ
Ｇ
評
価
機
関
等
か
ら
、
Ｅ
Ｓ

Ｇ
情
報
を
含
む
非
財
務
情
報
の
開
示
に
関

す
る
基
準
や
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク（
以
下
、「
Ｅ

Ｓ
Ｇ
情
報
開
示
基
準
等
」と
い
う
）が
数
多

く
公
表
さ
れ
て
お
り
、
Ｅ
Ｓ
Ｇ
の
評
価
手

法
等
も
さ
ま
ざ
ま
で
統
一
さ
れ
た
も
の
は
な

い
。
現
状
に
お
い
て
は
、
企
業
は
主
要
な

Ｅ
Ｓ
Ｇ
情
報
開
示
基
準
等
を
参
照
し
な
が

ら
、
有
価
証
券
報
告
書
、
統
合
報
告
書
ま

た
は
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
報
告
書
等
の
形
式

で
非
財
務
情
報
の
開
示
を
行
っ
て
い
る
。

税
と
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ

と
の
関
係

税
は
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
財
源
、
所
得
の

再
分
配
機
能
、
経
済
政
策
手
段
と
し
て
の

機
能
を
有
す
る
国
家
・
社
会
を
支
え
る
重

要
な
社
会
イ
ン
フ
ラ
で
あ
り
、
地
球
規
模

の
持
続
的
な
経
済
・
社
会
の
実
現
を
目
指

す
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
と
も
深
く
関
係
し

て
い
る
。

過
度
な
節
税
行
為
や
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ

ン（
租
税
回
避
地
）等
に
よ
る
課
税
逃
れ
に

対
す
る
国
際
的
な
批
判
等
に
み
ら
れ
る
よ

う
に
、
た
と
え
そ
れ
が
合
法
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、
企
業
に
よ
る
租
税
回
避
は
本
来

税
収
を
得
ら
れ
て
い
た
国
・
地
域
で
の
公

共
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
支
出
の
減
少
や
質
の

低
下
を
招
き
、
社
会
的
な
不
平
等
を
助
長

す
る
等
、
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
へ
の
取
組

み
を
阻
害
す
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
認

識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
納
税
者
で
あ

る
企
業
は
、
ブ
ラ
ン
ド
価
値
等
、
中
長
期

的
な
企
業
価
値
へ
の
影
響
を
鑑
み
、
税
に

対
し
て
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
だ
け
で
は
な

く
、
高
い
倫
理
観
に
基
づ
く
責
任
あ
る
行

動
を
取
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

税
の
透
明
性
に
関
す
る

Ｅ
Ｓ
Ｇ
開
示
基
準・

フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
等
の
動
向

現
在
、
公
表
さ
れ
て
い
る
Ｅ
Ｓ
Ｇ
情
報

開
示
基
準
等
や
Ｅ
Ｓ
Ｇ
の
評
価
方
法
等
の

な
か
に
は
、
税
の
透
明
性
が
企
業
の
Ｅ
Ｓ

Ｇ
へ
の
取
組
み
を
評
価
す
る
う
え
で
重
要

な
要
素
の
１
つ
で
あ
る
と
位
置
づ
け
、
税

務
情
報
の
開
示
に
関
す
る
指
標
を
提
示
し

て
い
る
も
の
が
数
多
く
あ
る
。

⑴　
Ｇ
Ｒ
Ｉ

Ｇ
Ｒ
Ｉ（Global Reporting Initiative

）

は
、
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
報
告
書
に
関
す

る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
策
定
し
て
い
る
Ｎ
Ｇ

Ｏ
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
２
０
０
０
年

６
月
に
初
版
と
な
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を

公
表
し
た
後
、
継
続
的
に
ア
ッ
プ
デ
ー

ト
を
行
い
、
２
０
１
６
年
10
月
に
は
そ
れ

ま
で
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
体
裁
等
を
変
更
し

モ
ジ
ュ
ー
ル
化
し
た
Ｇ
Ｒ
Ｉ
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

を
公
表
し
て
お
り
⑴
、
国
際
的
に
最
も
認
知

さ
れ
て
い
る
Ｅ
Ｓ
Ｇ
情
報
の
開
示
基
準
・
フ

レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
１
つ
と
な
っ
て
い
る
。

当
初
、
Ｇ
Ｒ
Ｉ
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
は
税

の
透
明
性
に
関
す
る
事
項
は
含
ま
れ
て

い
な
か
っ
た
も
の
の
、
２
０
１
９
年
12

月
、
税
に
関
す
る
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
し
て

Ｇ
Ｒ
Ｉ
２
０
７
：
Ｔ
ａ
ｘ
が
追
加
さ
れ
、

２
０
２
１
年
１
月
１
日
以
降
に
発
行
さ
れ

る
報
告
書
か
ら
適
用
が
開
始
さ
れ
て
い
る
。

Ｇ
Ｒ
Ｉ
２
０
７
：
Ｔ
ａ
ｘ
で
は
、
税
へ

の
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
国
別
の
報
告
ま
で
幅

広
い
範
囲
の
税
務
情
報
の
開
示
の
必
要
性

を
提
示
し
て
い
る（
次
頁
図
表
１
参
照
）。

現
在
、
数
多
く
の
企
業
が
Ｇ
Ｒ
Ｉ
ス
タ

ン
ダ
ー
ド
を
参
照
し
、
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ

テ
ィ
に
関
す
る
開
示
に
つ
い
て
Ｇ
Ｒ
Ｉ
ス

タ
ン
ダ
ー
ド
の
対
照
表
を
自
社
の
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
に
掲
載
し
て
い
る
。
今
般
、
Ｇ
Ｒ

Ｉ
２
０
７
：
Ｔ
ａ
ｘ
が
追
加
さ
れ
た
こ
と

で
、
今
後
、
自
社
の
税
の
透
明
性
に
関
し

て
対
応
の
見
直
し
を
行
う
企
業
が
増
え
て

く
る
だ
ろ
う
。

⑴  

Ｇ
Ｒ
Ｉ
ス
タ
ン
ダ
ー
ド（
日
本
語
版
）：

https://w
w

w
.globalreporting.org/how

-to-use-
the-gri-standards/gri-standards-japanese-
translations/

focus
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⑵　

世
界
経
済
フ
ォ
ー
ラ
ム（
Ｗ
Ｅ

Ｆ
）・
国
際
ビ
ジ
ネ
ス
評
議
会（
Ｉ

Ｂ
Ｃ
）

２
０
２
０
年
１
月
に
ス
イ
ス
の
ダ
ボ

ス
で
開
催
さ
れ
た
、
１
２
０
社
を
超
え

る
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
が
一
堂
に
会
し
た
世

界
経
済
フ
ォ
ー
ラ
ム（
Ｗ
Ｅ
Ｆ
：W

orld 
Econom

ic Forum

）の
国
際
ビ
ジ
ネ

ス
評
議
会（
Ｉ
Ｂ
Ｃ
：International 

Business Council

）
に
お
い
て
、

"M
easuring Stakeholder Capitalism

"

（
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
資
本
主
義
の
進
捗

の
測
定
）と
題
す
る
協
議
草
案
が
発
表
さ

れ
、
同
年
９
月
に
同
題
名
で
の
正
式
レ

ポ
ー
ト
が
公
表
さ
れ
た
⑵
。
こ
の
レ
ポ
ー

ト
は
、
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
・
Ｅ
Ｓ
Ｇ

に
関
す
る
報
告
と
開
示
フ
レ
ー
ム
ワ
ー

ク
の
統
一
化
に
向
け
た
取
組
み
と
し
て

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
た
め
の
非
財
務

項
目
に
関
す
る
共
通
指
標
と
開
示
に
つ

い
て
ま
と
め
た
も
の
で
、
４
つ
のPillar

（
①Principles of Governance

、
②Planet

、

③People

、
④Prosperity

）で
構
成
さ
れ

て
お
り
、
21
のCore M

etrics

（
中
核
指

標
）と
34
のExpanded M

etrics

（
拡
大

指
標
） 

が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

税
の
透
明
性
に
つ
い
て
も
、
④Prosperity

に
お
け
る
指
標
の
１
つ
と
位
置
づ
け
ら
れ

て
お
り
、
中
核
指
標
と
し
て
、
企
業
が
グ

ロ
ー
バ
ル
で
納
付
す
る
税
金
の
総
額
の
開

示
を
掲
げ
、
ま
た
、
拡
大
指
標
と
し
て
、

Ｖ
Ａ
Ｔ
や
源
泉
税
な
ど
他
の
納
税
者
に
代

わ
っ
て
企
業
が
徴
収
し
納
付
す
る
税
金
の

総
額
の
開
示
や
、
主
要
な
国
ご
と
で
の
納

税
額
等
の
開
示
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

⑵　

"Tow
ards Com

m
on M

etrics and Consistent 
Reporting of Sustainable V

alue C
reation"

： 
https://w

w
w

.w
eforum

.org/reports/m
easuring-

stakeholder-capitalism
-tow

ards-com
m

on-
m

etrics-an
d

-co
n

sisten
t-rep

o
rtin

g
-o

f-
sustainable-value-creation

⑶　
Ｐ
Ｒ
Ｉ

２
０
０
６
年
に
発
足
し
た
Ｐ
Ｒ
Ｉ

（P
rin

cip
les fo

r R
esp

o
n

sib
le 

Investm
ent

：
責
任
投
資
原
則
）は
、
Ｅ

Ｓ
Ｇ
の
課
題
を
投
資
の
意
思
決
定
に
組
み

込
む
こ
と
で
長
期
的
な
投
資
成
果
を
向

上
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
、
金
融
業

界
に
対
す
る
国
際
的
な
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ

で
あ
る
。
Ｐ
Ｒ
Ｉ
へ
の
署
名
機
関
の
数
は

年
々
増
加
傾
向
に
あ
り
、
現
在
全
世
界
で

４
千
近
く
の
機
関
投
資
家
な
ど
が
署
名

し
、
日
本
に
お
い
て
も
年
金
積
立
金
管
理

運
用
独
立
行
政
法
人（
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
）を
は
じ

め
約
90
社
が
署
名
を
行
っ
て
い
る
。
Ｐ
Ｒ

Ｉ
に
署
名
し
た
機
関
は
６
つ
の
原
則
に
コ

ミ
ッ
ト
し
た
取
組
み
が
求
め
ら
れ
、
近
年

の
Ｅ
Ｓ
Ｇ
投
資
を
牽
引
す
る
原
動
力
の
１

つ
と
な
っ
て
い
る
。

６
つ
の
原
則
の
１
つ
に「
投
資
対
象
の

主
体
に
対
し
て
Ｅ
Ｓ
Ｇ
の
課
題
に
つ
い
て

適
切
な
開
示
を
求
め
る
」こ
と
が
掲
げ
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
な
か
で
、
税
も
Ｅ
Ｓ
Ｇ

上
の
課
題
の
１
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
、
投
資
家
か
ら
税
の
透
明
性
の
向
上
を

促
す
取
組
み
が
行
わ
れ
て
お
り
、
税
の
透

明
性
に
関
し
て
投
資
対
象
と
な
る
企
業
と

対
話
す
る
た
め
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
や
推
奨
さ

れ
る
開
示
事
項
等
の
レ
ポ
ー
ト
が
公
表
さ

れ
て
い
る（
図
表
２
参
照
）。

(図表1）　GRIスタンダード207: 税金の開示事項
No. 開示事項 内容

207-1 税務へのアプローチ ・税務へのアプローチへの説明
207-2 税務ガバナンス、管

理およびリスクマネ
ジメント

・税務ガバナンスおよび管理フレームワークの説明
・税務に関連する非倫理的または違法な行動や、

組織の誠実性に関する懸念を通報するためのメ
カニズムの説明

・税務に関する情報開示を保証するプロセスの説
明、および該当する場合、この保証に関する報告、
陳述、または見解への参照

207-3 税務に関連するス
テークホルダー・エ
ンゲージメントおよ
び懸念への対処

・税務に関連するステークホルダー・エンゲージメ
ントおよびステークホルダーの懸念に対処するた
めのアプローチの説明

207-4 国別の報告 ・組織の監査済み連結財務諸表に含まれる、また
は公式に提出される財務情報に記載されている
事業体が、税務上所在するすべての税務管轄区
域

・上記税務管轄区域での、事業体の名称、組織の
主たる活動、実際に支払った法人所得税、損益
に基づいて発生する法人所得税、税率差異の内
容・理由　等

・上記で報告する情報の対象期間
（出所）　GRIスタンダード（日本語版）

（図表2）　PRIの法人所得税に関する開示推奨事項
No. 開示事項 概要 例示
1 ポリシー 取締役会で決議した

税へのアプローチを
概説した税務方針の
開示と、それがどの
ようにビジネスやサ
ステナビリティ戦略
と連携しているのか
の説明

・企業の収益性や広範な経済社会への
影響を踏まえた、税に対する考え方
や姿勢

・どのように税務方針がステークホル
ダーの信頼を確保し、企業の価値観
や行動規範に沿った経済活動を増進
するかについての議論

・リスク許容度や主要な税務リスクに関
する説明　等

2 ガバナン
ス・ リ ス
ク管理

税務ガバナンスおよ
び税務方針や関連す
るリスクの管理に関
する説明

・税務ガバナンスは取締役会のリスク
監視任務の一部であり、これには税
務方針を確保するための明確な責任
分担やしくみの整備が含まれることの
説明

・関係するすべての従業員に対して研修
の実施やガイダンスの提供を定期的
に行っていることの説明　等

3 実績 税務戦略、リスクお
よび国別の活動に関
する透明性

・法定税率と実際の実効税率との差異
に関する説明

・グループ会社や事業活動を含む国別
の報告（CbCR）

・税務当局との紛争　等
（出所）　PRI “Investors’ recommendations on corporate income tax disclosure“ (2017) 

に基づき PwC税理士法人作成
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⑷　
Ｅ
Ｓ
Ｇ
評
価
機
関

Ｅ
Ｓ
Ｇ
投
資
が
拡
大
す
る
な
か
、
Ｅ
Ｓ

Ｇ
評
価
機
関
に
よ
り
企
業
の
Ｅ
Ｓ
Ｇ
へ
の

対
応
を
評
価
し
、
評
価
の
高
い
企
業
を
選

別
し
て
構
成
銘
柄
と
し
た
Ｅ
Ｓ
Ｇ
イ
ン
デ
ッ

ク
ス
の
開
発
が
活
発
に
行
わ
れ
て
い
る
。

現
在
、
Ｅ
Ｓ
Ｇ
評
価
機
関
は
多
数
存
在

し
て
い
る
が
、
評
価
指
標
の
１
つ
に
税
の

透
明
性
を
掲
げ
る
評
価
機
関
も
少
な
く
な

く
、
世
界
的
に
有
名
な
も
の
と
し
て
は
図

表
３
に
掲
げ
た
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の

Ｅ
Ｓ
Ｇ
評
価
機
関
で
は
、
評
価
方
法
は
そ

れ
ぞ
れ
異
な
る
も
の
の
、
各
種
報
告
書
や

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
で
開
示
さ
れ
て
い
る
税

務
情
報
等
に
基
づ
き
、
Ｅ
Ｓ
Ｇ
の
観
点
か

ら
税
の
透
明
性
へ
の
対
応
に
関
す
る
評
価

を
行
っ
て
い
る
。

Ｅ
Ｓ
Ｇ
評
価
機
関
に
よ
る
評
価
は
、
企

業
か
ら
も
重
要
な
指
標
の
１
つ
と
し
て
捉
え

ら
れ
て
お
り
、
Ｅ
Ｓ
Ｇ
の
評
価
を
上
げ
、
Ｅ

Ｓ
Ｇ
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
の
構
成
銘
柄
に
選
定
さ

れ
る
こ
と
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

⑸　

The B Team

The B Team

は
、
欧
州
を
中
心
と
す

る
さ
ま
ざ
ま
な
産
業
分
野
の
企
業
が
メ
ン

バ
ー
と
な
り
、
持
続
可
能
な
社
会
を
目
指

し
た
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を
展
開
す
る
た
め

の
活
動
を
行
っ
て
い
る
団
体
で
あ
り
、
そ

の
一
環
と
し
て
２
０
１
８
年
２
月
に
、
企

業
が
税
へ
の
責
任
あ
る
行
動
を
行
う
た

め
の
原
則
を
定
め
た"A

 N
ew

 Bar for 
Responsible Tax 

（
責
任
あ
る
税
へ
の

行
動
原
則
）"

を
公
表
し
て
い
る
⑶
。

こ
の
レ
ポ
ー
ト
で
は
、
税
務
に
関
し

て
７
つ
の
原
則
を
掲
げ
て
お
り（
図
表

４
参
照
）、
そ
の
７
つ
目
の
原
則
で
あ
る

「Transparency

」に
お
い
て
、
サ
ス
テ
ナ

ビ
リ
テ
ィ
の
観
点
か
ら
開
示
す
べ
き
税
務
情

報
、
す
な
わ
ち
税
務
方
針
、
グ
ル
ー
プ
の
概

要
、
国
・
地
域
別
の
事
業
活
動
や
納
税
額
と

い
っ
た
Ｃ
ｂ
Ｃ
Ｒ
等
の
広
範
に
わ
た
る
税
務

情
報
を
開
示
す
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
。

欧
州
を
中
心
にThe B Team

の
取
組

み
に
賛
同
す
る
企
業
が
増
加
し
て
お
り
、

こ
れ
ら
の
企
業
に
お
い
て
、
毎
年
タ
ッ
ク

ス
・
ト
ラ
ン
ス
ペ
ア
レ
ン
シ
ー
・
レ
ポ
ー

ト
を
作
成
し
て
税
務
情
報
を
積
極
的
に
開

示
す
る
動
き
が
広
が
っ
て
き
て
い
る
。

⑶　

The B Team
 "A

 N
ew

 Bar for Responsible 
Tax": https://bteam

.org/assets/reports/A-N
ew

-
Bar-for-Responsible-Tax.pdf

⑹　
そ
の
他

近
年
、
Ｅ
Ｓ
Ｇ
情
報
開
示
基
準
等
が
乱

立
し
て
い
る
現
状
に
対
す
る
問
題
意
識
が

高
ま
っ
て
お
り
、
主
要
な
開
示
基
準
・
フ

レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
設
定
機
関
が
統
一
に
向

け
て
協
調
し
て
い
く
こ
と
を
公
表
し
た
り
、

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
財
団
が
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
報

告
基
準
を
開
発
す
る
審
議
会
の
設
置
を
提

案
し
た
り
す
る
等
の
動
き
が
み
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
な
か
、
税
の
透
明
性
が
ど
の
よ

う
な
形
で
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
は
ま
だ
明

確
に
は
見
通
せ
な
い
も
の
の
、
税
務
情
報

の
開
示
が
標
準
的
・
基
礎
的
な
開
示
事
項

の
１
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
可

能
性
は
非
常
に
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

税
の
透
明
性
に
関
す
る

企
業
の
対
応
動
向

Ｅ
Ｓ
Ｇ
情
報
等
の
開
示
が
活
発
に
行
わ

れ
て
い
る
欧
州
で
は
、
税
の
透
明
性
に
関

し
て
も
企
業
の
取
組
み
が
進
ん
で
い
る
。

前
記「
税
の
透
明
性
に
関
す
る
Ｅ
Ｓ
Ｇ
開

示
基
準
・
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
等
の
動
向
」で

紹
介
し
たThe B Team

の
メ
ン
バ
ー
企

業
を
は
じ
め
先
進
的
な
企
業
で
は
、
毎
年
、

タ
ッ
ク
ス
・
ト
ラ
ン
ス
ペ
ア
レ
ン
シ
ー
・
レ

ポ
ー
ト
を
作
成
し
、
そ
こ
で
、
税
務
方
針

や
税
務
戦
略
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
リ
ス
ク
管

focus

（図表3）　世界的に有名なESG評価機関
ESG評価機関 代表的なESGインデックス 評価対象 税の透明性

S&Pグ ロ ー バ
ルSAM

Dow Johns Sustainability Index 
World Dow Johns Sustainability 
Index Asia Pacific

アンケート
など

Economic Dimensionの
評価項目の1つに含まれ
る

FTSE Russel FTSE4Good Index Series
FTSE Blossom Japan Index

公開情報 ガバナンスの評価項目の
1つに含まれる

MSCI MSCI ESGリーダーズ指数
MSCIジャパンESGセレクト・リー
ダーズ指数

公開情報 ガバナンスの評価項目の
1つに含まれる

（図表４）　The B Team「責任ある税への行動原則」

タックスマネジメントへのアプローチ
⒈　説明責任とガバナンス:

税は企業が果たすべき責任であり、
ガバナンス上、取締役会により監視さ
れる重要な課題の1つである。
⒉　コンプライアンス: 

われわれは経済活動を行う国の法
令を遵守し、価値を創造する国におい
て適正なタイミングで納税を行う。
⒊　事業ストラクチャー : 

われわれは事業上の検討事項に基
づき、経済活動と整合し、真の実体を
有する事業ストラクチャーを利用す
る。適切でない節税行為は追求しない。

他者との関係
⒋　税務当局との関係:

われわれは、相互の尊重、透明性および信頼
に基づき、可能な限り、税務当局との協力関係
を構築するように努める。
⒌　タックスインセンティブに関する検討と利用: 

政府当局により提供される税制上の優遇措置
を利用する場合には、透明性があり、法令・規制
上の枠組みと整合していることを確認するよう努
める。
⒍　効果的な税システムへのサポート:

われわれは、効果的な税制、立法、税行政の発
展をサポートするため、政府、ビジネスグループ、
市民社会との国内および国際的な対話に建設的に
関与する。

ステークホルダーへの報告
⒎　透明性: 

われわれは、投資家、政策立案者、従業員、市民社会、一般大衆等のステークホルダー
に対して、税へのアプローチや納税額についての情報を定期的に提供する。

（出所）　 The B Team “A New Bar for Responsible Tax“ (2018) に基づき PwC税理士法人作成
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理
体
制
等
を
詳
し
く
記
載
し
て
い
る
。
さ

ら
に
、
国
・
地
域
ご
と
に
所
在
す
る
グ
ル
ー

プ
会
社
の
名
称
や
事
業
内
容
、
売
上
高
や

従
業
員
数
、納
税
額
等
の
詳
細
な
情
報
や
、

タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン
等
の
低
税
率
国
に
グ

ル
ー
プ
会
社
が
所
在
し
て
い
る
理
由
等
の

情
報
開
示
を
行
っ
て
い
る
企
業
も
多
い
。

米
国
で
も
Ｓ
Ａ
Ｓ
Ｂ
等
に
従
っ
て
自
主

的
な
Ｅ
Ｓ
Ｇ
情
報
の
開
示
が
進
ん
で
き
て

い
る
も
の
の
、
制
度
に
基
づ
く
年
次
報
告

書（Form
 10-K

）に
お
け
る
限
定
的
な

開
示
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

バ
イ
デ
ン
政
権
へ
の
政
権
交
代
に
よ
り
、

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
意
識
が
急

速
に
高
ま
っ
て
お
り
、
税
の
透
明
性
に
関

す
る
議
論
が
活
発
化
し
て
い
く
予
兆
が
み

え
始
め
て
い
る
。

日
本
で
は
、
数
年
前
か
ら
税
務
方
針
等

を
開
示
す
る
企
業
が
少
し
ず
つ
増
加
し
て

い
た
が
、
２
０
１
９
年
６
月
に
国
税
庁
の

税
務
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
確

認
事
項
に
税
務
方
針
等
の
公
表
が
追
加
さ

れ
た
こ
と
や
、
Ｅ
Ｓ
Ｇ
評
価
を
得
る
た
め

の
方
策
と
し
て
税
務
情
報
を
開
示
す
る
企

業
が
増
え
て
き
て
い
る
。開
示
の
範
囲
は
、

欧
州
企
業
に
比
べ
る
と
ま
だ
限
定
的
で
あ

り
、
税
務
方
針
・
戦
略
に
該
当
す
る
内
容

ま
で
に
と
ど
め
て
い
る
企
業
が
多
数
を
占

め
る
。
し
か
し
、
主
要
な
国
や
地
域
別
で

の
納
税
額
等
を
開
示
す
る
企
業
も
出
始
め

て
お
り
、
今
後
、
日
本
に
お
け
る
税
の
透

明
性
に
関
す
る
開
示
の
範
囲
も
拡
大
し
て

い
く
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。

税
務
情
報
の
開
示
に

関
す
る
実
務
上
の
対
応

こ
こ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
税
が
サ

ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
に
お
い
て
重
要
な
課
題

の
１
つ
に
な
っ
て
お
り
、
企
業
に
対
し
て

税
へ
の
責
任
あ
る
行
動
の
実
施
と
税
の
透

明
性
の
確
保
が
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

理
解
し
た
う
え
で
、
具
体
的
な
対
応
と
し

て
は
、
公
表
さ
れ
て
い
る
Ｅ
Ｓ
Ｇ
情
報
開

示
基
準
等
に
お
い
て
、
税
の
透
明
性
に
関

し
要
求
さ
れ
て
い
る
開
示
事
項
を
整
理
す

る
。
そ
し
て
、
自
社
の
税
務
情
報
の
開
示

状
況
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
対
応
済
み

の
開
示
事
項
と
未
対
応
の
開
示
事
項
を
区

分
し
た
う
え
で
、
税
務
情
報
の
開
示
に
関

す
る
対
応
方
針
を
検
討
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ

が
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
際
、
Ｅ
Ｓ
Ｇ
情
報
開
示
基
準
等
が

多
数
存
在
す
る
現
状
に
お
い
て
は
、
こ
れ

ら
で
提
示
さ
れ
て
い
る
開
示
事
項
に
、
国

内
外
の
企
業
の
開
示
状
況
も
考
慮
し
、
共

通
す
る
項
目
等
を
整
理
し
て
重
点
的
に
取

り
組
む
項
目
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
と

考
え
ら
れ
、
そ
の
う
え
で
、
自
社
の
Ｅ
Ｓ

Ｇ
戦
略
等
も
踏
ま
え
、
開
示
の
範
囲
を
ど

こ
ま
で
広
げ
る
の
か
検
討
す
る
の
が
妥
当

で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
複
数
の
Ｅ
Ｓ

Ｇ
評
価
機
関
か
ら
税
の
透
明
性
に
関
し
て

低
い
評
価
を
受
け
て
い
る
よ
う
な
場
合
に

は
、
こ
れ
ら
の
Ｅ
Ｓ
Ｇ
評
価
機
関
に
よ
る

評
価
方
法
を
踏
ま
え
た
対
応
を
優
先
す
る

こ
と
も
有
効
で
あ
る
。
Ｅ
Ｓ
Ｇ
情
報
開
示

基
準
等
で
提
示
さ
れ
て
い
る
税
務
情
報
で

は
あ
る
も
の
の
、
現
時
点
で
開
示
は
適
当

で
は
な
い
等
の
判
断
を
し
た
場
合
に
は
、

そ
の
判
断
の
理
由
を
整
然
と
説
明
で
き
る

よ
う
に
準
備
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
税
務
情
報
の
開
示
は
Ｅ
Ｓ
Ｇ

情
報
の
開
示
戦
略
の
一
部
と
な
る
た
め
、

経
営
陣
が
関
与
す
る
形
で
対
応
方
針
を
議

論
し
決
定
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

さ
い
ご
に

日
本
企
業
で
は
、
適
切
な
納
税
は
企
業

の
責
任
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
浸
透
し

て
お
り
、
欧
米
企
業
に
み
ら
れ
る
よ
う
な

積
極
的
な
タ
ッ
ク
ス
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
へ
の

姿
勢
等
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
。
一
方
、

税
の
透
明
性
に
対
す
る
関
心
は
必
ず
し
も

高
く
な
い
点
が
課
題
に
な
っ
て
い
る
。

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
だ
け
で
な
く
企
業

倫
理
ま
で
を
問
わ
れ
る
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ

テ
ィ
へ
の
対
応
に
お
い
て
、
税
に
つ
い
て

も
、
責
任
あ
る
行
動
に
あ
わ
せ
て
税
の
透

明
性
の
確
保
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
Ｅ

Ｓ
Ｇ
情
報
を
含
む
非
財
務
情
報
の
開
示
を

め
ぐ
る
世
界
的
な
動
き
も
注
視
し
な
が

ら
、
税
務
情
報
の
開
示
に
つ
い
て
戦
略
的

に
検
討
し
適
切
な
対
応
を
行
う
こ
と
で
、

日
本
企
業
に
お
け
る
税
の
透
明
性
が
向
上

し
、
税
に
関
す
る
考
え
方
・
姿
勢
お
よ
び

行
動
が
正
し
く
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
る
。

focus

高野　公人（たかの・きみひと）
PwC税理士法人　タックス・レポーティング
＆ストラテジー部門　パートナー　
公認会計士・税理士・米国公認会計士
金融機関におけるクレジットアナリストを経
て、2001年にPwC税理士法人に入社。一般
法人税務業務の他、タックスアカウンティン
グ、国際税務、トランザクション分野の税務
業務まで幅広く従事。現在は、電子帳簿保
存法対応支援チームのリーダーを務めるほ
か、ESG Taxチームのリーダーとして、サス
テナビリティ観点からの税務情報のディスク
ロージャーに係るサービスを展開している。

中原　拓也（なかはら・たくや）
PwC税理士法人　タックス・レポーティング
＆ストラテジー部門　ディレクター
税理士
2008年にPwC税理士法人に入社。税務ガバ
ナンスの整備、税務部門の機能高度化、アウ
トソーシング・シェアードサービスセンター

（SSC）導入、デジタル技術の活用した業務改
革（DX）、電子帳簿保存法対応などの支援を
行うとともに、ESG Taxチームのメンバーと
してサステナビリティ・ESGの観点から税の
透明性の確保や開示に関する支援業務に従
事している。


